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（目　　的）
第１条　　この基準は、東ソー日向株式会社における運転基準について、その作成、改訂及び見直し等に
関する基準を定め、運転関係業務の標準化及び均質化を図ることにより、プラントの安全・安定
運転を達成することを目的とする。

（適用範囲）
第２条　　この基準は、東ソー日向株式会社の製造設備、貯蔵設備、包装設備、入出荷設備及びその他の
ユーティリティー設備に適用する。

（新規作成、改訂）
第３条①　プラントを運転する上で必要な情報は、原則として、文書化して運転基準（運転基準の内容に
ついて更に詳細を定める。あるいは運転基準を補完する要領及び細則を含む。）として整備し、
情報の共有化、標準化、均質化及び明確化を図る。
　　　②　設備や運転方法の変更があったとき等下記の場合は、遅滞なく運転基準を改定する。
　　　　1.　関係社規が改訂された場合
　　　　2.　設備の新設、増設、改造等を行った場合
　　　　3.　安全又は合理化のために運転方針や運転条件を変更した場合
　　　　4.　改善提案等により改訂提案又は要求があった場合
　　　　5.　その他改訂を必要とする事由が生じた場合

（運転基準の種類）
第４条①　運転基準の標準的な構成及び内容は、別紙－１のとおりとする。ただし、プラントの特性に応
じて、省略あるいは追加することができる。
　　　②　既に運用されている運転基準については、別紙－１の内容がカバーされていれば、必ずしも構成を合わせる必要はない。

（制定・改廃の責任者）
第５条　　運転基準の制定、改訂又は廃止に関する起案、決裁等の責任者は次のとおりとする。
[bookmark: _GoBack]　　　　　　起案　　　　　　　　　所管課長
　　　　　　審査・決裁・公布　　　所管部長

（制定・改廃の手順）
第６条①　起案責任者は、運転基準の制定、改訂又は廃止につき案を作成し、審査責任者による審査を受
ける。起案責任者は、制定又は改訂案の作成担当者を決め、作成担当者に制定又は改訂の原案を作成させてもよい。原案作成に当たっては、関係部門との調整を含めて十分検討を行い、法令や社規等に適合するものとするほか、プラント運転従事者の意見も採り入れて、実際に則したもの
とする。
       ②　審査者は、法令や社規等との整合性を確認するほか、運転上の問題についても十分確認する。修正が必要と判断した場合は、起案責任者に差し戻し、再検討をさせる。
　　　 ③　審査を通った案は、稟議により関係部門の確認、同意を得た上で決裁責任者が決裁を行う。

（配　　布）
第７条①　決裁された案は、社規として公布責任者名で公布文書とともに、配布先に配布する。配布先は、
　　　　当該プラントの計器室及び事務所、その他配布責任者が決定する部門とする。
　　　②　計器室及び事務所に配布された運転基準は、必要なときに直ぐに利用できるよう見やすい場所に常置する。

（定期的見直し）
第８条①　運転基準は、設備や運転方法の変更がない場合でも、毎年少なくとも１回、定期修理完了後に
は見直しを行い、運転基準が実運転から乖離しないよう維持管理する。
　　　②　運転基準に問題や疑義があることが判明した場合には、定期的見直し時期を待たずに速やかに検討見直しを行い、これを是正する。
　　　③　前項にかかわらず、軽微な条件変更等であって、運転基準を急いで改訂しなくても運転指示書の発行で代えられると判断できる場合は、次見直しまでの間、運転指示書をもって運転基準改訂に代えることができる。

（改訂履歴）
第９条　運転基準の制定及び改廃については、その都度、制定・改廃の年月日とその主な内容を記録する。

（教　　育）
第10条①　運転基準の制定及び改訂を行った場合は、プラント運転従事者及び関係者に教育を行い、そ
         の内容につき周知徹底を図る。
②　運転指示書で代用する場合においても、前項と同様に周知徹底を図る。
　　　 ③　運転基準に関する教育は、運転基準の制定及び改訂時以外であっても適宜行い内容の理解と再確認に努める。
　　　 ④　教育実施後は、教育訓練記録台帳に実施結果を記録し残しておく。
　　　 ⑤　プラント運転従事者及び関係者は、運転基準の内容を十分に理解し、これを逸脱することがないよう努めなければならない。運転基準を逸脱する行為を行った者に対しては再教育等を必要な措置を実施する。

（基準の管理）
第11条　この基準の管理は、製造部製造課長が行う。


付　　　則

①　この基準は、２０１５年　９月　１日から施行する。
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